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一　

は
じ
め
に

１
．
本
稿
の
位
置

五
十
川
直
行
教
授
は
、
か
ね
て
よ
り
、「
比
較
ア
ジ
ア
民
事
法
研
究
」（

１
）を

提
唱
し
、
そ
の
発
展
に
御
尽
力
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
研
究
の
一

角
を
担
う
「
韓
国
民
法
研
究
会
」（

２
）（

会
長
：
同
教
授
）
で
は
、「
日
韓
（
韓
日
）
の
互
い
の
民
法
規
範
を
介
し
た
知
的
交
流
が
、
日
本
側
及
び

韓
国
側
の
双
方
に
と
り
、
学
理
的
に
も
（
法
解
釈
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
立
法
学
、
法
制
史
学
、
法
理
学
、
法
文
化
論
等
の
基
本
法
学
の
観
点

に
お
い
て
も
）、
法
実
務
的
に
も
極
め
て
有
用
か
つ
有
益
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
」（

３
）と

い
う
基
本
認
識
を
共
有
す
る
国
内
外
の
民

法
学
者
及
び
法
実
務
家
を
中
心
に
、
こ
の
間
「
日
韓
比
較
民
事
法
研
究
」
を
推
進
し
、
逐
次
、
そ
の
成
果
を
公
刊
し
て
き
た（

４
）。

本
稿
は
、
同
研
究
会
で
の
議
論
を
も
と
に
筆
者
が
研
究
を
進
め
て
き
た
テ
ー
マ
の
一
つ
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
、「
日
韓
比
較

民
事
法
研
究
」
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

２
．
本
稿
の
意
義

本
稿
の
目
的
は
、
韓
国
民
法
研
究
会
の
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
「
韓
国
婚
姻
法
研
究
」
を
も
と
に
、（
１
）「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確

認
請
求
」
制
度
と
（
２
）「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
に
関
す
る
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い（

５
）、

そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
視
点
か
ら
韓
国

婚
姻
法
の
特
色
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

上
記
（
１
）
及
び
（
２
）
を
本
稿
の
対
象
と
し
た
理
由
は
、
両
者
に
次
の
よ
う
な
韓
国
法
の
独
自
性
や
日
本
法
と
の
相
違
が
看
取
さ
れ
、

ま
た
こ
れ
ら
の
理
解
こ
そ
が
本
稿
に
接
続
す
る
「
日
韓
比
較
婚
姻
法
研
究
」
の
前
提
と
し
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
る
か
ら
で
あ
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る
。

（
１
）「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度

韓
国
法
に
は
、
他
の
外
国
立
法
例
に
類
を
み
な
い
独
自
の
制
度
と
し
て
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
が
存
在
す
る（

６
）。

こ

れ
は
、
旧
家
事
審
判
法
（
一
九
六
三
年
一
〇
月
一
日
施
行
）
第
二
条
第
一
項
三
．丙
類
ナ
号
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
現
在
の
家
事
訴
訟
法
第

二
条
第
一
項
一
．家
事
訴
訟
事
件
ナ
．
ナ
類
事
件
一
）（

７
）に

引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
事
実
婚
関
係
の
存
在
が
確
認
さ
れ
れ

ば
、
家
族
関
係
登
録
法
第
七
二
条（

８
）（

旧
戸
籍
法
第
七
六
条
の
二（

９
））

に
基
づ
く
婚
姻
申
告
を
事
実
婚
当
事
者
の
一
方
の
み
で
行
う
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
事
実
婚
当
事
者
の
一
方
の
み
に
よ
る
婚
姻
申
告
を
も
っ
て
、「
事
実
婚
」
が
「
法
律
婚
」
に
転
化

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
介
入
に
よ
る
婚
姻
申
告
制
度
は
韓
国
法
の
独
自
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
制
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
不
明
な

点
が
少
な
く
な
い

）
（1
（

。
本
稿
の
Ⅱ
で
は
、
同
制
度
の
①
導
入
背
景
、
②
趣
旨
、
そ
し
て
、
③
実
務
の
現
況
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

（
２
）
事
実
婚
当
事
者
の
一
方
に
よ
る
婚
姻
申
告
の
効
力
を
巡
る
韓
国
判
例
の
展
開

「
韓
国
婚
姻
法
研
究
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
行
韓
国
民
法
第
八
一
二
条
は
、
現
行
日
本
民
法
第
七
三
九
条
に
相
当
し
、
申
告
に
よ
る

婚
姻
の
成
立
、
す
な
わ
ち
「
申
告
婚
主
義
」
を
採
っ
て
い
る

）
（（
（

。
そ
し
て
、
婚
姻
当
事
者
が
家
族
関
係
登
録
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
必

要
事
項
を
記
載
し
、
署
名
・
捺
印
を
し
た
婚
姻
申
告
書
を
家
族
関
係
登
録
公
務
員
に
提
出
し
、
形
式
的
審
査
を
経
て
、
こ
れ
が
受
理
さ
れ
る

と
、
婚
姻
が
成
立
す
る

）
（1
（

。
婚
姻
申
告
書
の
提
出
は
、
日
本
法
と
同
様
、
婚
姻
当
事
者
の
一
方
の
み
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
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の
た
め
、
婚
姻
の
成
立
を
巡
っ
て
様
々
な
問
題
が
発
生
す
る
。

た
と
え
ば
、
事
実
婚
配
偶
者
の
う
ち
の
一
方
が
他
方
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
行
な
っ
た
婚
姻
申
告
が
有
効
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

韓
国
で
も
議
論
が
存
在
す
る
。
日
本
で
は
、
最
判
昭
四
七
年
七
月
二
五
日
民
集
二
六
巻
六
号
一
二
六
三
頁
が
「
事
実
上
の
夫
婦
の
一
方
が
他
方

の
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
婚
姻
届
を
作
成
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
時
右
両
名
に
夫
婦
と
し
て
の
実
質
的
生
活
関
係
が
存
在
し
て
お

り
、
後
に
右
他
方
の
配
偶
者
が
右
届
出
の
事
実
を
知
つ
て
こ
れ
を
追
認
し
た
と
き
は
、
右
婚
姻
は
追
認
に
よ
り
そ
の
届
出
の
当
初
に
遡
つ
て
有

効
と
な
る
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
」
と
判
示
し
お
り
、
同
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
無
効
行
為
の
追
認
理
論
を
採
用
し
た
と
評
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
に
お
け
る
事
実
婚
配
偶
者
の
一
方
が
提
出
し
た
婚
姻
申
告
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
と
い

う
理
論
を
採
る
判
例
の
存
在
が
尹
眞
秀
教
授
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
こ
の
「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
理
論
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
し

て
、
韓
国
で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
判
例
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
本
稿
の
Ⅲ
で
は
、「
婚
姻
意

思
の
推
定
」
に
関
す
る
韓
国
判
例
の
展
開
を
検
討
す
る
。

二　
「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度

１
．　

導
入
の
経
緯
―
「
事
実
婚
主
義
」
と
「
申
告
婚
主
義
」
の
混
淆
と
そ
の
弊
害

（
１
）
背
景　

「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
の
導
入
目
的
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
こ
こ
で
ま
ず
同
制
度
導
入
前
の
韓
国
の
社
会
状
況
と

現
行
韓
国
民
法
典
制
定
過
程
の
様
相
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る

）
（1
（

。
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既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
行
韓
国
民
法
典
で
は
、「
申
告
婚
主
義
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
慣
習
調
査

）
（1
（

に
拠
れ
ば
、

戦
前
の
韓
国
で
は
、
も
と
も
と
婚
姻
の
成
立
要
件
と
し
て
申
告
が
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
慣
習
上
は
挙
式
に
よ
る
「
事
実
婚
主
義
」

が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
朝
鮮
民
事
令
第
一
一
条
第
二
項
（
一
九
二
三
年
七
月
一
日
施
行
）
の
影
響
を
受
け
、

戦
時
中
、
韓
国
に
「
申
告
婚
主
義
」
の
法
制
度
が
持
ち
込
ま
れ
る
に
至
っ
た

）
（1
（

。

一
方
、
現
行
韓
国
民
法
典
（
一
九
六
〇
年
一
月
一
日
施
行
）
の
制
定
過
程

）
（1
（

に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
結
果
的
に
は
現
行

韓
国
民
法
典
に
「
申
告
婚
主
義
」
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

法
典
編
纂
委
員
総
会
で
は
、「
事
実
婚
主
義
」（
第
一
項
）
と
「
申
告
婚
主
義
」（
第
二
項
）
の
併
用
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
提
案

に
対
し
、
元
澤
淵
委
員
か
ら
第
一
項
を
削
除
し
、「
届
出
主
義
」
を
採
用
す
る
提
案
が
な
さ
れ
、
表
決
の
結
果
、
同
委
員
の
提
案
が
採
用
さ

れ
る
に
至
っ
た

）
（1
（

。
こ
れ
に
対
し
、
民
法
案
審
議
小
委
員
会
が
作
成
し
た
「
審
議
要
綱
（
親
族
篇
）」
の
第
一
三
項
で
は
、「
形
式
婚
主
義
を
採

用
し
た
後
に
も
、
事
実
婚
主
義
の
伝
統
に
倣
い
、
法
的
手
続
き
に
慣
熟
し
な
か
っ
た
一
般
民
衆
は
、
申
告
（
届
出
）
を
勵
行
し
な
か
っ
た
の

が
実
情
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
内
縁
問
題
と
こ
れ
に
伴
う
私
生
子
問
題
が
数
多
く
発
生
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
理
由
の
下
、
形
式
婚
主
義
（
申
告
主
義
）
と
事
実
婚
主
義
（
挙
式
主
義
）
の
両
方
を
合
わ
せ
て
認
め
、
実
情
に
適
し
た
制
度
を
採
用

し
よ
う
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
（
原
要
綱
［
筆
者
注
：
法
典
編
纂
委
員
総
会
で
提
出
さ
れ
た
要
綱
］
も
同
一
の
趣
旨
で
あ
っ
た
）、
我
が

国
の
国
民
が
形
式
婚
主
義
を
採
っ
て
既
に
数
十
年
が
経
過
し
、
今
日
よ
う
や
く
、
そ
の
制
度
に
慣
熟
し
て
き
て
い
る
段
階
に
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
形
式
婚
主
義
が
夫
婦
の
法
律
関
係
発
生
の
時
期
を
明
白
に
劃
す
る
と
い
う
長
所
が
大
き
い
」（
下
線
部
は
筆
者
）
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

「
申
告
婚
主
義
」
へ
の
一
本
化
が
提
案
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

そ
の
後
さ
ら
に
、
第
二
六
回
国
会
定
期
会
議
で
は
、
邊
鎭
甲
議
員
の
修
正
案
（「
申
告
婚
主
義
」
と
「
挙
式
婚
主
義
」
の
併
用
）

）
1（
（

と
鄭
一

亨
議
員
の
修
正
案
（「
婚
姻
成
立
申
告
宣
言
」
の
導
入

）
11
）（
11
（

）
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
両
議
員
の
提
案
の
共
通
性
は
、
鄭
一
亨
議
員
の
次
の
よ
う

な
発
言
か
ら
も
読
み
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
今
日
、
多
く
の
不
幸
で
、
悲
劇
で
涙
を
流
す
韓
国
女
性
た
ち
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
そ
の
よ

（86－3－287）
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う
な
意
味
の
下
、
裁
判
所
で
婚
姻
成
立
宣
言
を
我
々
が
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
性
た
ち
の
横
暴
を
防
ご
う
と
い
う
そ
の
よ
う
な
要
点
に
お
い

て
、
邊
鎭
甲
議
員
の
案
と
様
々
な
意
味
で
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
で
き
た
の
で
、
邊
鎭
甲
議
員
の
そ
の
提
案
に
、
精
神
に
賛
成

し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
新
設
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
本
委
員
は
第
八
〇
六
条
に
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」（
下
線
部
は
筆
者
）

と
）
11
（

。
他
方
で
、
邊
鎭
甲
議
員
も
、
自
ら
の
提
案
し
た
修
正
案
の
説
明
に
お
い
て
、
婚
姻
申
告
を
し
て
い
な
い
男
女
が
、
六
禮�（
婚
姻
の
儀
式
）

を
終
え
、
そ
の
間
に
子
ど
も
も
出
生
し
て
い
る
が
、
そ
の
男
性
が
、
愛
人
を
つ
く
り
そ
の
者
と
婚
姻
申
告
を
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
愛
人
が

「
正
妻
」
と
な
り
、
真
の
「
正
妻
」
が
不
当
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
社
会
に
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
に
も
言
及
し
、
こ
の
よ
う

な
韓
国
女
性
た
ち
に
対
す
る
保
護
の
必
要
性
を
唱
え
た

）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
両
議
員
の
提
案
は
破
棄
さ
れ
る
に
至
っ
た

）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
婚
姻
の
成
立
に
関
し
て
は
、
長
い
間
、
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
「
事
実
婚
主
義
」
と
後
に
法
制
度
と

し
て
持
ち
込
ま
れ
た
「
申
告
婚
主
義
」
の
混
淆
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
背
景
に
は
、「
事
実
婚
主
義
」
の
慣
行
が
浸
透
し
て
い
た
た
め
に
、

法
的
手
続
き
で
あ
る
「
申
告
」
が
定
着
し
難
か
っ
た
と
い
う
韓
国
の
実
情
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
混

淆
に
伴
う
弊
害
と
し
て
は
、
事
実
婚
関
係
が
一
方
的
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
実
婚
配
偶
者
（
女
性
）
が
不
利
益
を
蒙
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
も
現
行
韓
国
民
法
典
の
制
定
過
程
で
、
幾
度
と
な
く
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
韓
国
民
法
典
に
は
、
こ
の
弊
害
の
解
決
策
が
条
文
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
２
）
制
度
趣
旨

　
（
１
）
で
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
の
導
入
の
背
景
に
あ
っ
た
社
会
事
情
と
現
行
韓
国
民
法
典
制
定
時
の
議
論
状
況

を
確
認
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
の
導
入
目
的
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

鄭
光
鉉
博
士
の
研
究

）
11
（

に
拠
れ
ば
、
旧
家
事
審
判
法
は
、
一
九
六
三
年
三
月
か
ら
立
法
作
業
が
開
始
さ
れ
、
こ
の
起
草
委
員
会
に
お
い
て
は
、
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ま
ず
起
草
要
綱
を
作
成
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
を
大
法
院
、
弁
護
士
会
、
韓
国
民
事
法
研
究
会
、
女
性
問
題
研
究
院
等
の
各
機
関
に
募
っ

た
と
こ
ろ
、
そ
の
な
か
で
最
も
問
題
と
な
っ
た
の
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
在
確
認
に
よ
る
婚
姻
申
告
の
問
題
」
で
あ
り
、
起
草
委
員
会

で
も
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
が
、
議
論
の
末
、
旧
家
事
審
判
法
に
「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
を
導
入
す
る
に
至
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
同
研
究
が
指
摘
す
る
起
草
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
を
巡
っ

て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
起
草
委
員
会
で
展
開
さ
れ
た
か
の
は
確
認
し
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
同
制
度
が
制
定
さ
れ
た
当
時
の
論

文
を
参
考
に
各
論
者
の
見
解
を
確
認
し
、
同
制
度
の
趣
旨
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
ⅰ
）
李
英
燮
元
大
法
院
判
事
の
見
解

李
英
燮
元
大
法
院
判
事

）
11
（

は
、
旧
家
事
審
判
法
の
「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
及
び
旧
戸
籍
法
第
七
六
条
の
二
（
裁
判
に
よ

る
婚
姻
）
の
制
定
理
由
に
つ
い
て
、
戸
籍
法
中
改
正
法
律
案
の
提
案
理
由
を
も
と
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
民
法
が
婚
姻

に
関
し
て
申
告
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
様
々
な
欠
陥
な
い
し
矛
盾
を
是
正
し
、
ま
た
婚
姻
申
告
に
関

す
る
立
法
上
の
不
備
を
補
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
目
的
が
あ
る
。
民
法
第
八
一
二
条
は
、
戸
籍
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
申
告
に
よ
っ

て
婚
姻
の
成
立
の
要
件
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
事
実
上
婚
姻
関
係
を
継
続
し
て
い
た
と
し
て
も
申
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
法
律
上
の
婚
姻
と
し
て
如
何
な
る

保
護
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
社
会
実
態
を
み
れ
ば
、
婚
姻
生
活
を
し
つ
つ
も
、
申
告
を
し
て
い
な
い
者
は
数

多
く
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
婚
姻
申
告
の
不
履
行
に
よ
る
事
実
上
の
被
害
者
は
、
主
と
し
て
女
性
と
な
る
こ
と
は
生
活
経
験
に
照
ら
し
て
明

白
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
健
全
な
家
庭
生
活
を
育
成
し
、
と
り
わ
け
、
社
会
的
弱
者
で
あ
る
女
性
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
申
告
に
基
づ

か
な
く
て
も
、
婚
姻
関
係
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
要
請
さ
れ
る
」（
下
線
部
は
筆
者
）

）
11
（

と
。

（
ⅱ
）
張
庚
鶴
博
士
の
見
解

張
庚
鶴
博
士
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
」
制
度
に
つ
い
て
、「
法
律
婚
主
義
の
採
用
か
ら
派
生
す
る
事
実
婚
の
保
護
の
た
め
に
、
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事
実
婚
関
係
の
存
否
に
関
す
る
確
認
請
求
を
裁
判
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

事
実
婚
関
係
に
お
い
て
、
不
利
な
立
場
に
あ
る
の
は
女
性
側
で
あ
る
。
今
、
裁
判
上
で
事
実
婚
を
婚
姻
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
た
の
は
、
女
性
の
法
的
地
位
の
大
き
な
向
上
を
意
味
す
る
」（
下
線
部
は
筆
者
）

）
11
（

と
述
べ
て
い
る
。

（
ⅲ
）
鄭
光
鉉
博
士
の
見
解

　

鄭
光
鉉
博
士
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
を
「
こ
の
裁
判
に
よ
る
婚
姻
申
告
規
定
は
、
事
実
上
、
現
行
民
法
制
定
当
時
、

鄭
一
亨
議
員
他
三
三
議
員
が
提
案
し
た
修
正
案
中
に
あ
る
婚
姻
成
立
宣
言
制
度
が
家
事
審
判
法
と
戸
籍
法
を
通
じ
て
復
活
し
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
」（
下
線
部
は
筆
者
）

）
1（
（

と
評
価
し
て
い
る
。

　

上
記
（
ⅰ
）
か
ら
（
ⅲ
）
に
拠
れ
ば
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
は
、
現
行
韓
国
民
法
典
が
「
申
告
婚
主
義
」
を
採
用

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
韓
国
社
会
に
生
じ
た
弊
害
か
ら
事
実
婚
配
偶
者
、
と
り
わ
け
女
性
を
保
護
す
る
目
的
で
新
設
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
」
制
度
は
、
現
行
韓
国
民
法
典
の
制
定
過
程
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
「
申

告
婚
主
義
」
と
「
事
実
婚
主
義
」
の
併
用
案
や
「
婚
姻
成
立
宣
言
制
度
」
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
制
度
に
は
こ
れ
ら
の
精

神
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

２
．
実
務
の
現
況

（
１
）
事
実
婚
の
存
続

　

１
．（
２
）
で
み
た
よ
う
に
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
は
、「
申
告
婚
主
義
」
の
採
用
に
よ
っ
て
、
事
実
婚
配
偶
者
、
と

り
わ
け
女
性
が
不
利
に
扱
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
配
慮
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
趣
旨
に
従
い
、
学
説
上
で
は
、
事
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実
婚
関
係
が
不
当
に
破
棄
さ
れ
た
場
合
で
も
、
同
制
度
に
よ
る
事
実
婚
関
係
確
認
請
求
は
可
能
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
も
存
在
し
て
い
た

）
11
（

。

鄭
光
鉉
博
士
は
、
こ
の
こ
と
を
最
も
強
く
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
（
事
実
審
の
弁
論
終
結
時
）、
事
実
婚
配
偶
者
の
一
方
の
婚
姻
意

思
が
存
続
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
事
実
上
婚
姻
関
係
存
在
確
認
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
裁
判
に
よ
る
婚

姻
申
告
制
度
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
裁
判
に
よ
る
婚
姻
申
告
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
婚
姻
意
思

の
存
在
は
事
実
婚
関
係
の
開
始
時
を
基
準
に
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

）
11
（

。

と
こ
ろ
が
、
大
法
院
一
九
七
七
年
三
月
二
二
日
判
決

）
11
（

は
、
Ｘ
（
原
告
）
が
Ｙ
（
被
告
）
と
の
間
の
事
実
上
婚
姻
関
係
存
在
確
認
請
求
を
求

め
た
の
に
対
し
、「
事
実
上
の
婚
姻
関
係
は
、
事
実
上
の
関
係
を
基
礎
に
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
一
方
の
意
思
に
よ
っ

て
解
消
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
当
事
者
の
一
方
の
破
棄
に
よ
っ
て
共
同
生
活
の
事
実
が
な
く
な
っ
た
な
ら
ば
、
事
実
上
の
婚
姻
関
係
は
、

解
消
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
し
正
当
な
事
由
な
し
に
解
消
さ
れ
た
と
き
に
は
、
有
責
者
が
相
手
方
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
本
件
請
求
を
退
け
て
い
る
。
こ
の
大
法
院
判
決
を
踏
ま
え
、
現
在
で
は
、

事
実
上
婚
姻
関
係
存
在
確
認
請
求
で
勝
訴
判
決
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
事
実
審
の
弁
論
終
結
時
ま
で
、
事
実
婚
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

上
記
の
よ
う
な
大
法
院
判
決
の
理
解
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
事
実
婚
関
係
が
事
実
婚
当
事
者
の
一
方
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、

も
は
や
事
実
上
婚
姻
関
係
存
在
確
認
請
求
は
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
婚
配
偶
者
の
一
方
（
と
り
わ
け
男
性
）
に
よ
る
事
実
婚
の
不

当
破
棄
か
ら
事
実
婚
の
他
方
配
偶
者
（
と
り
わ
け
女
性
）
を
保
護
す
る
と
い
う
同
制
度
の
本
来
的
な
目
的
は
、
達
成
が
極
め
て
困
難
と
な
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
意
味
で
、
同
制
度
が
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
て
い
る
と
も
評
価
し
得
る
。
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（
２
）「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
の
新
た
な
機
能

と
こ
ろ
で
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
産
業
災
害
補
償
保
険
法
や
各
種
年
金
関
連
法
等

）
11
（

が
、
事
実
婚
配
偶
者
を
受
給
権
者
と
し
て
認
め
て
い

る
が
、
主
務
官
庁
が
事
実
婚
関
係
を
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
給
付
を
留
保
す
る
こ
と
が
あ
る

）
11
（

。
で
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
」

制
度
も
用
い
て
、
死
者
と
の
間
に
、
事
実
婚
姻
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
大
法
院
一
九
九
五
年
三
月
二
八
日
判
決

）
11
（

は
、「
一
般
的
に
過
去
の
法
律
関
係
は
、
確
認
の
訴
え
の
対
象
と
な
り
得
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
婚
姻
、
入
養
の
よ
う
な
身
分
関
係
や
会
社
の
成
立
、
株
主
総
会
の
決
議
無
効
、
取
消
し
の
よ
う
な
社
団
的
関
係
、
行
政
処
分
の

よ
う
な
行
政
関
係
と
同
様
に
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
数
多
く
の
法
律
関
係
が
発
生
し
、
そ
れ
に
関
し
て
一
つ
一
つ
が
個
別
的
に
確
認
を
求
め
る

煩
雑
な
手
続
き
を
反
復
す
る
よ
り
も
過
去
の
法
律
関
係
そ
れ
自
体
の
確
認
を
求
め
る
方
が
関
連
し
た
紛
争
を
一
挙
に
解
決
す
る
有
効
か
つ
適
法

な
手
段
と
な
り
得
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
確
認
の
利
益
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
（
大
法
院
一
九
七
八
年
七
月
一
一
日
判
決

）
11
（

参
照
）」

と
確
認
し
、
そ
の
上
で
事
実
婚
配
偶
者
は
、
法
律
上
の
配
偶
者
で
は
な
い
が
、
各
種
の
給
与
等
の
受
給
権
者
と
し
て
規
定
さ
れ
、
特
別
な
法
的

取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
続
け
て
「
事
実
婚
関
係
は
様
々
な
法
律
関
係
の
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
存
否
確
認
請
求
は
、

そ
の
法
律
関
係
と
関
連
し
た
紛
争
を
一
挙
に
解
決
す
る
有
効
か
つ
適
切
な
手
段
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
」
り
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
で
も
同

様
に
、
事
実
婚
関
係
に
あ
っ
た
当
事
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
と
し
て
も
、
現
在
的
又
は
潜
在
的
な
法
的
紛
争
を
一
挙
に
解
決
す
る
有
効
か
つ
適

法
な
手
段
と
な
り
得
る
限
り
、
そ
の
事
実
婚
関
係
存
否
確
認
請
求
に
は
確
認
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
親
生
子

関
係
存
否
確
認
請
求
に
関
す
る
民
法
第
八
六
五
条
及
び
認
知
請
求
に
関
す
る
民
法
第
八
六
三
条
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
生
存
配
偶
者
は
、
そ

の
死
亡
を
知
っ
た
日
か
ら
一
年
内
に
検
察
官
を
相
手
方
と
し
て
、
過
去
の
事
実
婚
関
係
に
対
す
る
存
否
確
認
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み

な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
大
法
院
一
九
八
三
年
三
月
八
日
判
決

）
11
（；

大
法
院
一
九
九
四
年
六
月
二
八
日
判
決

）
1（
（

等
参
照
）」
と
判
示
し
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
は
、
過
去
の
事
実
婚
関
係
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
害
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補
償
法
等
の
各
種
の
法
律
が
、
給
付
金
等
の
受
給
権
者
と
し
て
規
定
す
る
「
事
実
婚
配
偶
者
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
手
段

と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
同
制
度
を
用
い
て
、
死
者
と
の
間
に
事
実
婚
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
従
来
、
韓
国
学
説
で
も
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

）
11
（

。
学
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
検
察
官
を
相
手
方
と
す
る
根
拠

条
文
の
欠
缺
や
過
去
の
法
律
関
係
を
確
認
す
る
利
益
等
、
理
論
的
な
問
題
点
は
存
在
す
る
が
、
上
記
大
法
院
一
九
九
五
年
三
月
二
八
日
判
決

は
、
災
害
補
償
金
等
の
支
払
拒
否
処
分
に
対
し
て
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
代
わ
り
と
し
て
も
、
同
制
度
が
利
用
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
）
11
（

。
た
だ
し
、「
事
実
婚
関
係
確
認
存
在
確
認
」
の
判
決
に
基
づ
い
て
、
死
者
と
の
間
の
婚
姻
申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、

判
例

）
11
（

も
否
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３
．
小
括�

本
節
で
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
の
①
導
入
背
景
、
②
趣
旨
、
そ
し
て
③
実
務
の
現
況
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討

し
て
き
た
。

　

同
制
度
の
導
入
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
韓
国
の
社
会
事
情
と
法
制
度
の
構
築
過
程
が
あ
っ
た
。
六
禮
等
の
儀
式
に
よ
る
「
事
実
婚
主
義
」

が
採
用
さ
れ
て
い
た
戦
前
の
韓
国
に
、
朝
鮮
民
事
令
の
改
正
に
よ
っ
て
「
申
告
婚
主
義
」
が
持
ち
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
現
行
韓

国
民
法
典
の
制
定
過
程
で
は
、「
申
告
婚
主
義
」
の
導
入
後
も
、
実
体
と
し
て
韓
国
に
存
在
し
た
事
実
婚
を
保
護
す
る
た
め
の
議
論
が
幾
度

と
な
く
繰
り
返
さ
れ
た
。
殊
に
、
民
法
典
に
「
事
実
婚
主
義
」
と
「
申
告
婚
主
義
」
の
併
用
、「
婚
姻
成
立
宣
言
制
度
」
の
新
設
が
企
図
さ

れ
た
こ
と
は
、「
申
告
婚
主
義
」
の
導
入
に
伴
う
弊
害
と
し
て
、
事
実
婚
配
偶
者
で
あ
る
男
性
が
一
方
的
に
事
実
婚
を
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
多
く
の
韓
国
女
性
た
ち
が
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
議
論
の
末
、
民
法
典
に
は
、
事
実
婚
の
不
当
破
棄
か

ら
女
性
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
精
神
は
、
旧
家
事
審
判
法
の
制
定
に
伴
い
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
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確
認
請
求
」
制
度
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
制
度
の
制
度
趣
旨
は
、「
申
告
婚
主
義
」
の
採
用
に
伴
う
弊
害
か
ら
、
韓
国
女
性
た
ち
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
事
実
婚

配
偶
者
で
あ
る
男
性
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
婚
姻
関
係
を
一
方
的
に
解
消
し
、
女
性
が
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
同
制
度
を
利
用
し
て
事
実
上
婚
姻
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
、
事

実
婚
関
係
が
継
続
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
務
の
現
況
に
照
ら
せ
ば
、
同
制
度
の
本
来
の
目
的
は
も
は
や
達
成
し
得
な
く
な
っ
た

と
い
え
よ
う
。
他
方
で
、
同
制
度
の
新
た
な
機
能
と
し
て
は
、
災
害
補
償
法
等
の
各
種
の
法
律
が
給
付
金
等
の
受
給
権
者
と
し
て
「
事
実
婚
配

偶
者
」
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
事
実
婚
配
偶
者
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
は
、
本
来
的
機
能
で
あ
っ
た
「
実
体
と
し
て
の
婚
姻
」
の
保
護
と
い
う
側
面

で
は
機
能
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
新
た
な
機
能
と
し
て
給
付
金
等
の
受
給
資
格
を
確
認
す
る
一
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と

総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　
「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
に
関
す
る
判
例
の
展
開

以
下
で
は
、「
婚
姻
意
思
の
推
定
」に
関
す
る
判
例
の
展
開
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
事
実
関
係
の
詳
細
が
不
明
な
も
の
も
あ
る
が
、

本
稿
の
冒
頭
（
一
．
１
．（
２
））
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事
案
は
、
事
実
婚
配
偶
者
の
一
方
が
他
方
の
意
思
に
基
づ
か
ず

に
提
出
し
た
婚
姻
申
告
に
よ
っ
て
婚
姻
が
成
立
す
る
か
否
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
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１
．
大
法
院
一
九
八
〇
年
四
月
二
二
日
判
決

（
１
）
事
実
関
係

本
件

）
11
（

は
婚
姻
無
効
確
認
事
件
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
関
係
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る

）
11
（

。

（
２
）
大
法
院
の
判
断

大
法
院
は
、「
婚
姻
申
告
は
、
必
ず
し
も
本
人
が
直
接
、
戸
籍
公
務
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
慣
例
に
従
い
、

結
婚
式
を
し
、
夫
婦
と
し
て
相
当
期
間
同
居
し
、
そ
の
間
に
子
ど
も
ま
で
出
産
し
、
婚
姻
の
実
体
は
備
え
た
が
、
婚
姻
申
告
の
み
が
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
関
係
に
お
い
て
、
当
事
者
の
一
方
の
不
在
中
に
婚
姻
申
告
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
当
事
者
間
に
既
往
の
関
係
を
解
消

し
よ
う
と
合
意
し
た
か
又
は
当
事
者
の
一
方
が
婚
姻
意
思
を
撤
回
し
た
と
い
う
等
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
申
告
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
婚
姻
を
当
然
に
無
効
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
事
実
婚
当
事
者
の
う
ち
の
一
方

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
婚
姻
申
告
に
つ
い
て
有
効
と
判
示
し
た
。
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２
．
大
法
院
一
九
八
四
年
一
〇
月
一
〇
日
判
決

（
１
）
事
実
関
係

本
件

）
11
（

は
婚
姻
無
効
確
認
事
件
で
あ
る
。
そ
の
事
実
関
係
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
六
六
年
三
月
一
二
日
に
、
Ｘ
（
原
告
・
男
性
）
と
Ｙ
（
被
告
・
女
性
）
は
結
婚
式
を
挙
げ
た
後
に
同
居
し
、
二
人
の
間
に
は
娘
Ａ
が

出
生
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
八
年
五
月
一
五
日
、
Ｘ
は
留
学
の
た
め
タ
イ
に
渡
っ
た
が
、
僧
侶
と
い
う
身
分
上
、
婚
姻
の
事
実
が
明
る
み

と
な
れ
ば
、
留
学
に
支
障
を
き
た
す
と
し
て
、
婚
姻
申
告
は
Ｘ
の
留
学
が
終
了
す
る
八
年
後
に
す
る
こ
と
に
合
意
し
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｘ

は
留
学
後
、
八
年
を
経
過
し
て
も
帰
国
し
な
か
っ
た
。
Ｙ
は
Ａ
の
就
学
関
係
で
、
一
九
七
六
年
七
月
一
六
日
、
Ｘ
の
母
と
相
談
の
上
、
Ｘ
が

置
い
て
い
っ
た
印
章
を
用
い
て
婚
姻
申
告
を
行
い
、
こ
の
事
実
を
Ｘ
の
弟
を
通
じ
て
Ｘ
に
伝
え
た
。
Ｘ
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
如
何
な
る
異
議

も
唱
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
三
年
一
一
月
に
、
Ｘ
は
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。

（
２
）
大
法
院
の
判
断

大
法
院
は
、
原
審
が
上
記
事
実
関
係
に
照
ら
し
、「
Ｘ
に
は
結
婚
当
時
は
も
ち
ろ
ん
、
上
記
婚
姻
申
告
当
時
に
も
、
そ
の
婚
姻
の
意
思
が

継
続
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
他
に
Ｘ
が
そ
の
婚
姻
意
思
を
撤
回
し
、
上
記
婚
姻
申
告
当
時
、
Ｘ
に
は
婚
姻
意
思
が

な
か
っ
た
と
示
し
て
は
い
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え
上
記
婚
姻
申
告
が
、
Ｘ
の
不
在
中
に
Ｙ
が
一
方
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ

れ
は
当
事
者
間
の
婚
姻
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
正
当
で
あ
る
と
し
た
。
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３
．
大
法
院
一
九
九
四
年
五
月
一
〇
日
判
決

（
１
）
事
実
関
係

本
件

）
11
（

は
婚
姻
無
効
確
認
事
件
で
あ
る
。
そ
の
事
実
関
係
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｘ
（
原
告
・
男
性
）
と
Ｙ
（
被
告
・
女
性
）
は
、
一
九
六
三
年
二
月
一
七
日
に
結
婚
式
を
挙
げ
た
が
、
婚
姻
申
告
を
せ
ず
に
事
実
上
婚
姻

生
活
を
始
め
、
Ｙ
は
妊
娠
を
し
た
。
し
か
し
、
性
格
不
一
致
等
に
よ
る
頻
繁
な
夫
婦
喧
嘩
の
末
、
Ｘ
と
Ｙ
は
、
同
年
八
月
三
〇
日
頃
か
ら
別

居
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
一
九
六
四
年
六
月
頃
、
訴
外
Ａ
と
知
り
合
い
、
そ
の
頃
か
ら
訴
外
Ａ
と
事
実
上
婚
姻
生
活
を
営
み
、

Ｘ
と
訴
外
Ａ
の
間
に
は
、
訴
外
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
の
四
名
の
子
ど
も
が
出
生
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
間
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
交
流
は
ほ
と
ん
ど

途
絶
え
た
ま
ま
、
別
居
状
態
を
継
続
し
て
き
た
。

他
方
で
、
Ｙ
は
、
Ｘ
と
別
居
後
、
一
九
六
三
年
一
〇
月
一
二
日
に
、
Ｘ
と
の
事
実
婚
期
間
中
に
妊
娠
し
た
訴
外
Ｆ
（
男
）
を
出
産
し
、
Ｘ

の
助
け
な
し
に
一
人
で
養
育
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
七
年
三
月
二
七
日
、
訴
外
Ｆ
の
出
生
申
告
を
き
っ
か
け
に
、
Ｘ
の
従
兄
弟
で
あ

る
訴
外
Ｇ
の
助
け
を
得
て
、
婚
姻
申
告
に
必
要
な
Ｘ
の
本
籍
等
、
人
跡
事
項
を
探
り
出
し
、
婚
姻
申
告
書
に
Ｘ
及
び
Ｙ
、
双
方
の
人
跡
事
項

を
記
載
し
、
Ｘ
の
名
前
の
横
に
上
記
の
事
実
婚
期
間
中
に
保
管
し
て
い
た
Ｘ
の
印
章
を
用
い
て
捺
印
し
た
後
、
済
州
北
済
州
郡
朝
天
邑
の
戸

籍
担
当
公
務
員
に
こ
れ
を
受
け
付
け
さ
せ
、
Ｘ
と
の
婚
姻
申
告
を
し
た

）
11
（

。

（
２
）
大
法
院
の
判
断

大
法
院
は
、「
Ｘ
は
原
審
が
無
効
と
み
な
し
た
上
記
婚
姻
申
告
後
、
時
間
が
あ
ま
り
経
過
し
な
い
う
ち
に
、
そ
の
婚
姻
申
告
が
な
さ
れ
た
事

（86－3－297）
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実
を
知
り
つ
つ
も
、
そ
の
時
か
ら
二
四
年
余
り
が
経
過
し
た
本
件
提
訴
時
ま
で
上
記
婚
姻
申
告
に
対
し
て
如
何
な
る
異
議
も
提
起
し
な
か
っ

た
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
上
記
婚
姻
申
告
に
よ
っ
て
Ｘ
及
び
Ｙ
が
夫
婦
と
な
っ
た
戸
籍
に
訴
外
Ａ
と
の
関
係
で
生
ま
れ
た
四
人
の
子
ど
も
を

す
べ
て
婚
姻
外
の
出
生
子
と
し
て
出
生
申
告
し
、
ま
た
、
Ｘ
が
属
す
る
濟
州
高
氏
大
同
譜
典
書
公
派
に
族
譜
を
編
纂
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も

Ｙ
を
Ｘ
の
妻
と
し
て
搭
載
し
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
事
実
等
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
他
の
確
実
な
証
拠
が

な
い
限
り
、
Ｙ
が
そ
の
保
管
し
て
い
た
Ｘ
の
印
章
に
よ
っ
て
婚
姻
申
告
書
を
作
成
し
、
戸
籍
公
務
員
に
提
出
し
た
と
い
う
事
実
の
み
を
も
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
申
告
が
必
ず
し
も
Ｘ
の
婚
姻
意
思
が
撤
回
さ
れ
た
状
態
で
Ｙ
に
よ
っ
て
一
方
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
事
実
婚
当
事
者
の
一
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
婚
姻
申
告
に
つ
い
て
有
効
と
判
示
し
た

）
11
（

。

４
．
大
法
院
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
一
日
判
決

（
１
）
事
実
関
係

　

本
件

）
1（
（

は
婚
姻
無
効
確
認
事
件
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

（
２
）
大
法
院
の
判
断

大
法
院
は
、「
婚
姻
の
合
意
と
は
、
法
律
婚
主
義
を
採
用
し
て
い
る
我
が
国
の
法
制
下
で
は
、
法
律
上
有
効
な
婚
姻
を
成
立
さ
せ
る
合
意

を
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
、
事
実
婚
関
係
に
あ
る
当
事
者
の
一
方
が
婚
姻
申
告
を
し
た
場
合
で
も
相
手
方
に
婚
姻
意
思
が
欠
如
し

て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
婚
姻
は
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
大
法
院
一
九
八
三
年
九
月
二
七
日
判
決

）
11
（

参
照
）
が
、
相
手
方
の
婚

（法政研究�86－3－298）
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姻
意
思
が
不
分
明
な
場
合
に
は
、
婚
姻
の
慣
行
と
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
い
、
事
実
婚
関
係
を
形
成
さ
せ
た
相
手
方
の
行
為
に
基
づ
い
て
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
婚
姻
意
思
の
存
在
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
こ
れ
と
反
す
る
事
情
、
す
な
わ
ち
、
婚
姻
意
思
を
明
白
に
撤
回
す
る
か
、
又
は

当
事
者
間
に
事
実
婚
関
係
を
解
消
し
よ
う
と
合
意
し
た
と
い
う
等
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
婚
姻
を
無
効
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い�
（
大
法
院
一
九
八
〇
年
四
月
二
二
日
判
決
、
大
法
院
一
九
九
四
年
五
月
一
〇
日
判
決
等
参
照
）」（
下
線
部
及
び
傍
点
は
筆
者
）
と

述
べ
、
事
実
婚
当
事
者
の
一
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
婚
姻
申
告
に
つ
い
て
有
効
と
判
示
し
た

）
11
（

。

５
．
小
括

　

本
節
で
は
、「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
に
関
す
る
判
例
の
展
開
を
確
認
し
て
き
た
。

韓
国
判
例
に
お
け
る
「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
理
論
と
は
、
事
実
婚
配
偶
者
の
一
方
が
婚
姻
意
思
を
明
白
に
撤
回
す
る
か
、
ま
た
は
事
実
婚

当
事
者
の
双
方
が
事
実
婚
関
係
の
解
消
に
合
意
を
し
て
い
な
い
限
り
、
結
婚
式
の
挙
行
、
子
ど
も
の
出
生
、
族
譜
の
編
纂
等
の
諸
事
情
に
照

ら
し
て
、
実
質
的
意
味
の
夫
婦
共
同
生
活
が
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
婚
姻
意
思
」
も
存
在
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
「
婚
姻
意
思
」
は
「
申
告
意
思
」
を
も
含
む
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者

間
に
事
実
婚
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
同
居
生
活
と
い
う
実
体
の
な
か
に
、
婚
姻
申
告
意
思
が
含
ま
れ
て
い
る
と
推
定
し
な
い
こ
と
は

「
当
事
者
の
真
意
」
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
婚
当
事
者
が
明
白
に
こ
の
意
思
を
撤
回
し
た
場
合
を
除
き
、
事
実
婚
関
係
が
継
続
し
て

い
る
間
は
、
婚
姻
申
告
意
思
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
と
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

以
上
の
よ
う
な
韓
国
判
例
に
お
け
る
「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
に
関
す
る
判
例
は
、「
実
体
と
し
て
の
婚
姻
」
を
重
視
し
て
お
り
、
婚
姻
の

実
体
が
あ
る
と
こ
ろ
に
婚
姻
申
告
意
思
を
推
定
す
る
と
い
う
論
理
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
を
用
い
て
、
事
実
婚
配
偶
者
の
一

方
が
他
方
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
提
出
し
た
婚
姻
申
告
を
有
効
と
し
て
き
た
こ
と
は
、
韓
国
婚
姻
法
が
、「
申
告
婚
主
義
」の
採
用
に
よ
っ
て
、

（86－3－299）
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事
実
上
の
婚
姻
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
婚
姻
の
実
体
」
と
事
実
上
の
婚
配
偶
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
女
性
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
記
で
検
討
し
て
き
た
判
決
の
事
案
で
は
、
結
婚
式
の
挙
行

）
11
（

、
Ｘ
Ｙ
間
の
子
ど
も
の
出
生
が
確
認

さ
れ
、「
事
実
婚
主
義
」
を
採
っ
て
い
た
韓
国
の
伝
統
的
な
婚
姻
か
ら
す
れ
ば
、「
婚
姻
の
実
体
」
が
存
在
し
て
い
る
と
評
価
し
得
る
事
情
を

看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
方
的
な
婚
姻
の
申
告
を
し
て
い
る
者
も
「
女
性
」
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
に
関
す
る
韓
国
判
例
の
展
開
は
、「
事
実
婚
主
義
」
か
ら
「
申
告
婚
主
義
」
へ
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
完
全

な
婚
姻
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
婚
姻
を
保
護
す
る
た
め
に
、
発
展
し
て
き
た
と
総
括
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

結
び
に
代
え
て

　

本
稿
で
は
「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
制
度
及
び
「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
に
関
す
る
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

両
者
は
、
韓
国
社
会
に
お
い
て
、「
事
実
婚
主
義
」
か
ら
「
申
告
婚
主
義
」
へ
の
移
行
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
「
婚
姻
」

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
婚
姻
の
申
告
を
欠
く
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
「
不
完
全
な
婚
姻
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
事
実
上

婚
姻
関
係
存
在
確
認
」
制
度
と
「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
に
関
す
る
韓
国
判
例
の
展
開
は
、
理
論
的
な
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
事
実
婚
を
法
律

婚
に
引
き
上
げ
て
、
事
実
婚
の
配
偶
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
者
、
と
り
わ
け
女
性
の
地
位
を
保
護
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
点

で
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
現
行
韓
国
民
法
第
八
一
二
条
は
「
申
告
婚
主
義
」
を
採
用
し
て
い

る
が
、
こ
の
背
後
に
は
今
も
な
お
「
事
実
婚
主
義
の
底
流
」

）
11
（

が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は
韓
国
婚
姻
法
の
特
色
と
い
う
べ
き
も
の
と
思
わ
れ

る
。ま

た
さ
ら
に
、「
日
韓
比
較
婚
姻
法
研
究
」
の
観
点
か
ら
は
、
上
述
の
一
．
２
．（
２
）
で
示
し
た
事
実
婚
配
偶
者
の
う
ち
の
一
方
が
他
方

（法政研究�86－3－300）
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当
事
者
の
意
思
に
基
づ
か
ず
に
行
っ
た
婚
姻
の
届
出
（
申
告
）
に
よ
る
婚
姻
の
成
立
の
可
否
に
関
す
る
日
韓
判
例
の
相
違
の
原
因
に
つ
い
て

も
、「
事
実
婚
主
義
の
底
流
」
と
い
う
韓
国
婚
姻
法
の
特
色
が
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
日
本
判
例

の
採
用
す
る
無
効
行
為
の
追
認
理
論
で
は
な
く
、
韓
国
判
例
が
「
婚
姻
意
思
の
推
定
」
理
論
を
採
用
し
、
こ
れ
を
定
着
さ
せ
て
き
た
背
景
に

も
「
事
実
婚
主
義
の
底
流
」
と
い
う
韓
国
婚
姻
法
の
特
色
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
の
検
討
成
果
に
接
続
し
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
を
予
定
す
る
。

＊�

本
稿
は
、「
福
岡
家
族
法
研
究
会
」（
二
〇
一
九
年
七
月
一
一
日
。
於
：
福
岡
家
庭
裁
判
所
）
の
報
告
内
容
に
更
な
る
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
同
研

究
会
に
お
い
て
、
諸
先
生
方
に
は
貴
重
な
ご
意
見
を
数
多
く
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

＊
＊
岡
山
商
科
大
学
法
学
部
法
学
科
助
教

（
１�

）
後
掲
注
（
３
）、（
４
）
で
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
五
十
川
直
行
「
タ
イ
民
商
法
典
に
及
ぼ
し
た
日
本
民
法
典
の
影
響
―
比
較
ア
ジ
ア
民
事
法
研
究
へ

の
展
望
―
」
比
較
法
研
究
五
七
号
（
一
九
九
六
年
）
一
二
三
頁
以
下
、
同
「
タ
イ
民
商
法
典
の
比
較
法
的
考
察
〈
序
説
〉�（
一
）�

―
日
本
民
法
典
と
の
歴

史
的
関
連
性
―
」九
州
大
学
法
政
研
究
六
二
巻
三
・
四
号（
一
九
九
六
年
）三
五
二
頁
以
下
、
同「
時
効
法
の
改
正
」九
州
大
学
法
政
研
究
七
七
巻
二
号（
二

〇
一
〇
年
）
四
四
二
頁
以
下
が
あ
る
。

（
２�

）
二
〇
一
五
年
九
月
六
日
に
発
足
し
、
現
在
（
二
〇
一
九
年
九
月
基
準
）
ま
で
に
、
定
例
会
三
七
回
、
日
韓
合
同
会
議
三
回
、
合
計
四
〇
回
の
研
究
会
を

開
催
し
て
き
た
。

（
３�

）
五
十
川
直
行
他
代
表
編
「
韓
国
離
婚
法
研
究
―
日
韓
比
較
民
事
法
研
究
（
一
）�

―
」
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢
第
二
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
（
九
八
）

―
四
（
九
七
）
頁
。

（
４�

）
五
十
川
他
編
・
前
掲
注
（
３
）・
一
（
一
〇
〇
）
頁
以
下
、
同
他
編
「
韓
国
婚
姻
法
研
究
―
日
韓
比
較
民
事
法
研
究
（
二
）�

―
」
岡
山
商
科
大
学
法
学
論

叢
第
二
七
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
（
一
六
二
）
頁
以
下
。

（
５�

）
具
体
的
に
は
、
五
十
川
他
編
・
前
掲
注
（
４
）・
二
六
頁
、
五
五�

―
五
六
頁
以
下
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。

（
６�

）
鄭
光
鉉
『
韓
國
家
族
法
研
究
』（
서
울
大
學
校
出
版
部
、
一
九
六
七
）
六
九
二
면；
朴
永
植
「
事
實
上
婚
姻
關
係
存
否
確
認
請
求
의�

性
質
」
법
조  

제

一
六
권 

제
一
一
호
（
법
조
협
회
、
一
九
六
八
）
二
九
면
。

（
７�

）
家
事
訴
訟
法
第
二
条
【
家
庭
法
院
の
管
掌
事
項
】

（86－3－301）
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�

①
次
の
各
号
の
事
項
（
以
下
「
家
事
事
件
」
と
す
る
）
に
対
す
る
審
理
及
び
裁
判
は
、
家
庭
法
院
の
専
属
管
轄
と
す
る
。

�

一
．
家
事
訴
訟
事
件

�
ナ
．�

ナ
類
事
件

�
１
）
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認

�

　

な
お
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
を
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
家
庭
法
院
に
調
停
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
家
訴
第
五
〇
条
）。

（
８�

）「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
否
確
認
請
求
」
の
う
ち
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
在
確
認
請
求
」
を
し
て
勝
訴
判
決
を
得
た
場
合
に
は
、
婚
姻
申
告
を
裁
判
の
確

定
日
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
９�

）
同
条
は
一
九
六
三
年
に
新
設
さ
れ
た
が
、
一
九
七
五
年
に
改
正
さ
れ
る
ま
で
は
、「
事
実
上
婚
姻
関
係
存
在
確
認
請
求
」
を
し
て
勝
訴
判
決
を
得
た
場
合

に
は
、
裁
判
の
確
定
日
か
ら
一
〇
日
以
内
に
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
た
。

（
10�

）
こ
の
制
度
の
法
的
性
質
を
巡
っ
て
は
、
様
々
な
視
点
で
立
法
当
初
か
ら
数
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、
青
木
清
『
韓
国
家
族
法
』（
信

山
社
、
二
〇
一
六
年
）
八
七
―
九
五
頁
を
参
照
。

（
11�

）
五
十
川
他
編
・
前
掲
注
（
４
）・
二
一
―
二
二
頁
。

（
12�

）
家
族
関
係
登
録
公
務
員
の
権
限
に
つ
い
て
は
五
十
川
他
編
・
前
掲
注
（
４
）・
二
二
―
二
三
頁
参
照
。

（
13�

）
柳
川
俊
一
「
届
出
意
思
の
欠
缺
に
よ
る
婚
姻
無
効
と
そ
の
追
認
の
効
力
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
四
七
年
度
』（
法
曹
会
、
一
九
七
四
年
）

一
三
四
頁
、
平
井
宜
雄
「
い
わ
ゆ
る
届
出
意
思
を
欠
く
た
め
に
無
効
な
婚
姻
届
は
、
い
か
な
る
要
件
の
下
に
効
力
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
認
め
ら
る
べ
き
で

あ
る
か
」
法
学
協
会
雑
誌
第
九
一
巻
第
二
号
（
一
九
七
四
年
）
三
五
七
頁
等
。

�
�　

こ
の
判
決
後
の
最
高
裁
判
決
と
し
て
は
、
最
判
平
八
年
三
月
八
日
家
月
四
八
巻
一
〇
号
一
四
五
頁
（
以
下
「
平
成
八
年
判
決
」
と
す
る
）
が
存
在
す
る
。

平
成
八
年
判
決
の
事
実
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
同
判
決
の
評
釈
と
し
て
は
、
水
野
紀
子
「
婚
姻
の
無
効
確
認
請
求
と
信
義
則
」
私
法
判
例

リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
七
年
〈
下
〉
八
二
頁
以
下
が
あ
る
。

�
�　

Ｘ
（
原
告
・
男
性
）
と
Ｙ
（
被
告
・
女
性
）
は
と
も
に
韓
国
籍
を
有
し
て
お
り
、
昭
和
二
一
年
一
月
五
日
に
愛
知
県
の
Ｘ
の
実
家
で
韓
国
式
の
結
婚
式

を
挙
行
し
た
。
Ｘ
は
、
結
婚
式
の
前
日
に
Ｘ
の
両
親
か
ら
Ｙ
と
の
結
婚
を
知
ら
さ
れ
た
が
、
Ｘ
の
両
親
の
懇
請
に
よ
り
、
不
本
意
な
が
ら
Ｙ
と
の
結
婚
式

に
応
じ
た
。
そ
の
た
め
、
結
婚
式
終
了
後
、
Ｘ
と
Ｙ
は
継
続
し
て
同
居
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
Ｘ
Ｙ
間
に
は
三
人
の
子
ど
も
が
出
生
し
て
い
る
。

Ｘ
の
父
は
、
一
人
目
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
Ｙ
と
相
談
の
上
、
昭
和
二
三
年
九
月
二
日
に
Ｘ
と
Ｙ
の
婚
姻
の
届
出
（
以
下
「
本
件

届
出
」
と
い
う
）
を
し
た
。
本
件
届
出
は
Ｘ
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
Ｙ
は
Ｘ
の
父
が
Ｘ
の
意
向
を
受
け
て
本
件
届
出
を
し
た
も
の
と

考
え
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
、
本
件
届
出
に
基
づ
く
婚
姻
は
、
韓
国
当
局
に
は
届
け
出
ら
れ
て
お
ら
ず
、Ｘ
は
本
件
届
出
が
あ
っ
た
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
。

�
�　

他
方
、
Ｘ
は
、
昭
和
五
六
年
一
月
七
日
、
韓
国
籍
を
有
す
る
訴
外
Ａ
（
女
性
）
と
の
婚
姻
を
韓
国
当
局
に
届
け
出
た
。
な
お
、
Ｘ
Ａ
間
に
は
二
人
の
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子
ど
も
が
出
生
し
て
い
る
。

�
�　

そ
の
後
、
平
成
元
年
二
月
二
三
日
に
、
Ｙ
が
Ｘ
に
無
断
で
、
本
件
届
出
に
基
づ
く
婚
姻
を
韓
国
当
局
に
届
け
出
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｘ
に
つ
い
て
重
婚

関
係
が
発
生
し
た
。
Ｘ
は
、
こ
の
事
実
を
平
成
元
年
三
月
一
六
日
に
韓
国
の
戸
籍
を
確
認
し
て
は
じ
め
て
知
っ
た
。
そ
の
た
め
Ｘ
は
、
Ｘ
Ｙ
間
の
婚
姻

無
効
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
に
至
っ
た
。

�
�　

こ
の
事
案
に
つ
き
最
高
裁
は
、
信
義
則
を
理
由
と
し
て
婚
姻
の
無
効
を
認
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
審
で
あ
る
名
古
屋
高
裁
は
、
事
実
婚
を
重
視

す
る
韓
国
の
法
意
識
等
を
考
慮
し
、
信
義
則
を
理
由
に
婚
姻
の
成
立
を
認
め
て
い
た
。
本
稿
の
検
討
は
、
平
成
八
年
判
決
の
原
審
及
び
最
高
裁
の
相
違
を

理
解
す
る
こ
と
に
も
資
す
る
。

（
14�

）尹
眞
秀
編
集
代
表〔
尹
眞
秀
〕『
주
해
친
족
법 

제
一
권
』（
박
영
사
、
二
〇
一
五
）一
五
二
면；

同『
친
족 

상
속
법 

강
의
』（
박
영
사
、
二
〇
一
六
）四
二
면
。

（
15�

）
韓
国
で
は
同
姓
同
本
不
婚
制
が
存
在
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
五
年
の
民
法
改
正
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。
同
姓
同
本
不
婚
制
に
よ
る
事
実
婚
も
韓
国
内

に
は
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
対
応
策
に
つ
い
て
は
、
青
木
・
前
掲
注
（
10
）・
八
一
―
八
三
頁
、
一
六
六
―
一
六
七
頁
が
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」

と
い
う
時
限
立
法
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
16�

）
朝
鮮
総
督
府
『
慣
習
調
査
報
告
書
』（
一
九
一
三
年
）
三
〇
五
―
三
〇
八
頁；

朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
『
民
事
慣
習
囘
答
彙
集
』（
一
九
三
三
年
）
三
一

七
―
三
一
九
頁
。

（
17�

）
鄭
鍾
休
『
韓
国
民
法
典
の
比
較
法
的
研
究
』（
一
九
八
九
年
、
創
文
社
）
一
〇
五
頁；

金
容
旭
・
崔
學
圭
〔
崔
學
圭
〕『
新
し
い
韓
国
・
親
族
相
続
法
』

（
日
本
加
除
出
版
、�

一
九
九
二
年
）
三
八
頁
、
九
二
頁；

高
翔
龍
『
韓
国
法
〔
第
三
版
〕』（
信
山
社
、�

二
〇
一
六
年
）
二
三
〇
頁；

青
木
・
前
掲
注
（
10
）・

四
三
―
四
四
頁
。

�
�　

さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
現
行
韓
国
民
法
典
の
施
行
ま
で
の
間
も
、「
依
用
民
法
」（
一
部
を
除
く
）
が
韓
国
で
適
用
さ
れ
続
け
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
鄭
鍾
休
・
同
書
・
一
三
九
―
一
四
二
頁
、
高
翔
龍
・
同
書
・
二
三
二
―
二
三
三
頁
を
参
照
。

（
18�

）
現
行
韓
国
民
法
典
の
制
定
過
程
を
概
観
す
る
文
献
と
し
て
は
、
명
순
구
『
실
록 

대
한
민
국 

민
법
一
』（
法
文
社
、
二
〇
〇
八
）
一
―
一
三
면
が
あ
る
。

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
同
書
を
参
考
に
議
論
過
程
の
順
序
を
整
理
し
た
。

（
19�

）
梁
彰
洙
「
民
法
案
에 

대
한�

國
會
의�

審
議
（
Ⅱ
）」
の
「
資
料
：
法
典
編
纂
委
員
總
會
議
事
錄
（
抄
）」『
民
法
研
究
第
三
巻
』（
博
英
社
、
二
〇
一
〇
）

一
一
一
면
に
よ
れ
ば
、
法
典
編
纂
委
員
總
会
第
一
一
回
（
一
九
四
九
年
六
月
一
一
日
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

�

（
一
五
）
婚
姻
の
形
式

�

①
婚
姻
は
、
公
共
の
儀
式
を
挙
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
じ
、
二
人
以
上
の
成
年
者
の
立
会
を
要
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

�

②
儀
式
を
挙
行
し
な
い
場
合
に
は
、
婚
姻
は
戸
籍
吏
に
対
す
る
届
出
を
も
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

�
�　

他
方
、
我
妻
榮
編
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正
の
経
過
』（
日
本
評
論
新
社
、
一
九
五
六
年
）
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
に
拠
れ
ば
、
戦
後
、
日
本
の
親
族

（86－3－303）
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相
続
法
の
改
正
過
程
に
お
い
て
も
、「
事
実
婚
主
義
」
の
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

（
20�

）
民
議
院
法
制
司
法
委
員
會
民
法
案
審
議
小
委
員
會
『
民
法
案
審
議
錄�

下
巻�

親
族
編
・
相
続
編
』（
一
九
五
七
）
七
면
。

（
21�
）
國
會
事
務
處
「
第
二
六
回　

國
會
定
期
會
議
速
記
錄�

第
五
七
號
（
一
九
五
七
年
一
二
月
一
一
日
）」
五�

―
六
頁
〔
邊
鎭
甲
議
員
の
発
言
〕。

（
22�
）
國
會
事
務
處
「
第
二
六
回　

國
會
定
期
會
議
速
記
錄�

第
四
二
號
（
附
錄
）」
一
〇
六
頁
―
一
〇
七
頁
に
よ
れ
ば
、「
婚
姻
成
立
申
告
宣
言
」
に
関
す
る

鄭
一
亨
議
員
他
三
三
名
の
修
正
案
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

�

【
第
八
〇
六
条
の
二
】

�

次
の
要
件
を
具
備
す
る
成
年
男
女
の
一
方
は
、
法
院
に
婚
姻
成
立
の
宣
言
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

一
．
婚
禮
式
の
挙
行
そ
の
他
公
然
と
継
続
し
て
六
ヶ
月
以
上
夫
婦
と
し
て
同
居
し
た
と
き
。

�

二
．
同
居
開
始
時
、
当
事
者
間
に
婚
姻
の
合
意
が
あ
る
と
き
。

�

三
．
同
居
開
始
時
に
第
八
〇
六
条
乃
至
第
八
〇
四
条
の
規
定
そ
の
他
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
が
な
い
と
き
。

�
�　

女
が
同
居
中
に
懐
妊
し
、
子
ど
も
を
出
生
し
た
と
き
に
は
、
前
項
第
一
号
の
六
ヶ
月
の
期
間
制
限
を
受
け
な
い
。
第
一
〇
二
条
の
規
定
は
、
前
記
第

一
項
第
三
号
の
場
合
に
準
用
す
る
。
本
法
の
請
求
権
は
、
両
当
事
者
及
び
成
年
の
証
人
二
人
が
連
署
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
破
棄
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
同
居
継
続
中
の
破
棄
は
そ
の
効
力
が
な
い
。

�

【
第
八
〇
六
条
の
三
】

�

　

婚
姻
成
立
宣
言
請
求
訴
訟
は
、
次
の
各
号
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�

一
．
同
居
事
実
が
終
了
し
た
時
か
ら
一
年

�

二
．
当
事
者
の
一
方
が
第
三
者
と
第
八
〇
五
条
に
よ
る
婚
姻
申
告
を
し
た
事
実
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
、
事
実
の
あ
る
時
か
ら
二
年

�

【
第
八
〇
六
条
の
四
】

�

　

前
条
の
宣
言
が
あ
る
と
き
に
は
、
婚
姻
は
、
同
居
開
始
日
に
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
23�

）
鄭
一
亨
議
員
の
修
正
案
は
、
全
五
七
項
目
あ
り
、
家
族
法
領
域
に
対
す
る
重
要
な
修
正
案
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
（
鄭
鍾
休
・
前
掲
注
（
17
）・

一
六
七
頁
）。
이
태
영［
李
兌
榮
］『
가
족
법 

개
정
운
동�

三
七
년
사
』（
한
국
가
정
법
률
상
담
소
출
판
부
、
一
九
九
二
）八
六
면
に
拠
れ
ば
、
こ
の
修
正
案
は
、

鄭
光
鉉
博
士
（
当
時
ソ
ウ
ル
大
学
校
教
授
）、
李
兌
榮
博
士
（
韓
国
初
の
女
性
弁
護
士
、
女
性
運
動
家
と
し
て
も
著
名
）
の
協
力
を
得
て
提
出
さ
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
人
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
윤
진
수
［
尹
眞
秀
］「
한
국
민
법
학
에 

대
한 

서
울
대
학
교
의 

기
여
」
서
울
대
학
교�

法
學�

제
五
八
권 

제
一
호
（
서
울
대
학
교 

법
학
연
구
소
、
二
〇
一
七
）
九
七
―
九
八
면
が
、
鄭
一
亨
議
員
は
、
鄭
光
鉉
博
士
の
弟
子
で
あ
り
、
李
兌
榮
博
士
の

夫
で
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
24�

）
國
會
事
務
處
・
앞
의 

속
기
록
（
21
）・
九
頁
〔
鄭
一
亨
議
員
の
発
言
〕。
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（
25�

）
國
會
事
務
處
・
앞
의 

속
기
록
（
21
）・
五
頁
〔
邊
鎭
甲
議
員
の
発
言
〕。

（
26�

）
國
會
事
務
處
「
第
二
六
回　

國
會
定
期
會
議
速
記
錄�

第
五
八
號
（
一
九
五
七
年
一
二
月
一
二
日
）」
六
면
か
ら
邊
鎭
甲
議
員
の
修
正
案
は
、
第
一
表

決
一
〇
七
票
中
二
二
票
の
賛
成
、
第
二
表
決
一
〇
九
票
中
二
七
票
の
賛
成
で
、
ま
た
同
一
三
면
か
ら
鄭
一
亨
議
員
の
修
正
案
は
、
第
一
表
決
一
〇
三
票

中
三
〇
票
の
賛
成
、
第
二
表
決
一
〇
三
票
中
二
九
票
の
賛
成
で
、
そ
れ
ぞ
れ
破
棄
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
は
そ
の

趣
旨
を
同
じ
く
す
る
提
案
で
あ
っ
た
が
、
票
が
分
散
し
た
た
め
に
、
修
正
案
を
可
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
27�

）
鄭
光
鉉
・
앞
의 

책
（
６
）・
六
九
二
―
六
九
三
면
。

（
28�

）
第
七
第
大
法
院
長
で
あ
る
。

（
29�

）
李
英
燮
「
다
른�
立
法
에 

의
한�

民
法
改
正
」
法
政�

제
一
八
권 

제
一
〇
호�（
法
政
社
、
一
九
六
三
）
五
五
면
。

（
30�

）
張
庚
鶴
「
家
事
審
判
法
上
에
서 

본�

女
性
의�

地
位
」
法
政�

제
一
八
권 

제
一
〇
호
（
一
九
六
三
）
五
〇
면
。

（
31�

）
鄭
光
鉉
・
앞
의 

책
（
６
）・
六
九
三
―
六
九
四
면
。
な
お
、
同
六
九
三
頁
注
（
６
）
で
、
鄭
光
鉉
博
士
は
自
身
が
「
婚
姻
成
立
宣
言
制
度
」
を
起
草
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
32�

）
鄭
光
鉉
・
앞
의 

책
（
６
）・
七
〇
六�
―
七
〇
七
면
は
、
当
事
者
の
一
方
に
婚
姻
意
思
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
同
制
度
の
確
認
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
理
論
は
、「
事
実
婚
の
存
否
確
認
請
求
に
関
す
る
明
文
規
定
が
家
事
審
判
法
に
あ
る
こ
と
を
度
外
視
す
る
見
解
で
あ
る
」
と
痛
烈
に
批
判
す

る
。

（
33�

）
鄭
光
鉉
・
앞
의 

책
（
６
）・
七
〇
七�

―
七
〇
八
면
。

（
34�

）
대
법
원�

一
九
七
七
．
三
．
二
二
．
선
고�

七
五
므
二
八�

판
결
。

�
�　

本
件
は
事
実
婚
関
係
確
認
請
求
事
件
で
あ
る
が
、
事
実
関
係
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
大
法
院
の
判
示
か
ら
は
Ｘ
と
Ｙ
が
不
和
に
よ
り
、
Ｘ

が
一
九
七
二
年
八
月
一
八
日
頃
に
家
を
飛
び
出
し
、
別
居
を
始
め
た
が
、
同
年
九
月
一
六
日
頃
、
Ｘ
Ｙ
間
の
事
実
上
婚
姻
関
係
を
も
は
や
継
続
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
状
態
が
客
観
的
に
現
実
化
し
、
同
人
ら
の
事
実
上
婚
姻
関
係
は
解
消
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
35�

）
김
주
수
・
김
상
용
［
金
嚋
洙
・
金
相
瑢
］『
친
족
・
상
속
법
〔
제�
一
八�
판
〕』（
法
文
社
、
二
〇
一
八
）
二
七
三
―
二
七
四
면�

；
박
동
섭
［
朴
東
渉
］『
친

족
상
속
법
（
제
四
판
）』（
박
영
사
、
二
〇
一
三
）
二
二
九
면
。
尹
眞
秀
編
集
代
表
〔
尹
眞
秀
〕・
앞
의 

책
（
14
）・
一
三
六
―
一
三
七
면
も
同
趣
旨
。

（
36�

）
た
と
え
ば
、
国
民
年
金
法
第
三
条
第
二
項
、
産
業
災
害
補
償
保
険
法
第
五
条
第
三
号
、
公
務
員
年
金
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
カ
、
船
舶
法
施
行
令

第
二
九
条
第
一
号
、
勤
労
基
準
法
施
行
令
第
四
八
条
第
一
項
第
一
号
、
軍
人
年
金
法
第
三
条
第
四
号
カ
、
独
立
功
労
者
の
礼
遇
に
関
す
る
法
律
第
五
条

第
二
項
等
が
あ
る
。

（
37�

）
五
十
川
他
編
・
前
掲
注
（
４
）・
五
六
頁
。

（
38�

）
대
법
원�

一
九
九
五
．
三
．
二
八
．
선
고�

九
四
므
一
四
四
七�

판
결
。
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�
�　

同
判
決
の
大
法
官
研
究
官
の
解
説
書
で
あ
る
夫
龜
旭
「
當
事
者
一
方
이�

死
亡
한�

경
우
의�

事
實
存
在
確
認
請
求
」
대
법
원
판
례
해
설 

제
二
三
호
（
一
九
九

五
）
三
二
九
면
は
、
同
判
決
を
過
去
の
事
実
婚
関
係
存
否
確
認
請
求
に
確
認
の
利
益
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
最
初
の
大
法
院
判
決
と
評
価
し
て
い
る
。

（
39�
）
대
법
원�

一
九
七
八
．
七
．
一
一
．
선
고�

七
八
므
七�

판
결
。

（
40�
）
대
법
원
一
九
八
三
．
三
．
八
．
선
고�

八
一
므
七
六�

판
결
。

�
�　

同
判
決
の
事
実
関
係
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
判
決
文
中
か
ら
は
、
Ｘ（
原
告
）が
故
人
Ａ
と
の
間
の
事
実
婚
関
係
を
確
認
す
る
訴
え
を
Ｙ（
被

告
・
検
察
官
）
に
対
し
て
提
起
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

�
�　

同
判
決
は
、
過
去
の
事
実
婚
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
に
つ
き
、
民
法
第
八
六
五
条
及
び
民
法
第
八
六
三
条
の
類
推
適
用
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
規
定

の
除
斥
期
間
に
関
す
る
条
文
の
類
推
適
用
を
認
め
る
判
決
を
示
し
、
除
斥
期
間
を
経
過
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
Ｘ
の
請
求
を
退
け
た
。

（
41�

）
대
법
원
一
九
九
四
．
六
．
二
八
．
선
고�

九
四
므
三
二
一�

판
결
に
つ
い
て
は
、
大
法
院
Ｈ
Ｐ
の
判
例
検
索
及
び
로
엔
비
［LW

A
nB

］
の
判
例
検
索
シ

ス
テ
ム
を
使
用
し
て
検
索
を
行
っ
た
が
、
判
決
情
報
が
登
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
42�

）
た
と
え
ば
、
尹
眞
秀
『
民
法
論
攷
Ⅳ
』「
檢
事
를�

相
對
로 

하
는�

事
實
上
婚
姻
關
係
存
在
確
認
請
求
」（
博
英
社
、
二
〇
〇
九
）
二
六
九
면
以
下
に
学

説
の
概
観
が
あ
る
。

（
43�

）
尹
眞
秀
・
앞
의 

책
（
42
）・
二
七
九
면
参
照
。

（
44�

）
대
법
원�

一
九
九
一
．
八
．
一
三
．
자�
九
一
스
六�

결
정
は
、「
我
が
国
の
法
上
、
死
亡
者
間
や
生
存
者
と
死
亡
者
間
の
婚
姻
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
死
亡
者
と
の
事
実
婚
関
係
存
在
確
認
の
審
判
が
あ
る
と
し
て
も
（
死
亡
者
と
の
事
実
婚
関
係
存
在
確
認
を
求
め
得
る
か
ど
う
か
は
別
論

と
す
る
）、
既
に
当
事
者
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
婚
姻
申
告
特
例
法
が
定
め
る
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
婚
姻
申
告
の
効
力
を
遡
及
す
る
特
別
な

規
定
が
な
い
限
り
、
既
に
そ
の
当
事
者
間
に
は
、
法
律
上
の
婚
姻
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
申
告
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

と
判
示
し
て
い
る
。
な
お
、
本
件
の
詳
細
な
事
実
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
件
は
「
戸
籍
公
務
員
処
分
に
対
す
る
不
服
申
請
却
下
決
定
に
対
す
る
再

抗
告
」
事
件
で
あ
る
。

（
45�

）
대
법
원�

一
九
八
〇
．
四
．
二
二
．
선
고�

七
九
므
七
七�

판
결
。

（
46�

）
な
お
、
大
法
院
の
判
決
文
か
ら
読
み
取
れ
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、（
２
）
に
記
載
し
た
。

（
47�

）
대
법
원�

一
九
八
四
．
一
〇
．
一
〇
．
선
고�

八
四
므
七
一�

판
결
。

（
48�

）
대
법
원�

一
九
九
四
．
五
．
一
〇
．
선
고 

九
三
므
九
三
五�

판
결
。

（
49�

）
な
お
、
続
け
て
訴
外
Ｆ
を
そ
の
間
の
嫡
出
子
と
す
る
出
生
申
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
50�

）
同
判
決
に
対
し
て
、
尹
眞
秀
「
一
九
九
〇
년
대�

親
族
相
續
法
判
例
의�

動
向
」
서
울
대
학
교
法
學�

제
四
〇
권 

제
三
호
（
一
九
九
九
）
二
八
八
면
は
、

本
件
に
つ
き
、
Ｘ
が
Ｙ
と
の
別
居
後
に
訴
外
Ａ
と
同
居
し
、
Ａ
Ｘ
間
に
子
ど
も
が
出
生
し
て
い
た
状
態
で
、
Ｙ
に
よ
る
婚
姻
申
告
が
な
さ
れ
た
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
Ｘ
の
婚
姻
意
思
が
撤
回
さ
れ
て
い
な
い
と
み
な
し
た
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
批
判
し
た
上
で
、
本
件
の
よ
う
な
事
実
婚
当
事
者
の
一

方
に
よ
っ
て
申
告
さ
れ
た
婚
姻
は
、
原
則
的
に
無
効
で
あ
る
が
、
他
方
当
事
者
が
婚
姻
申
告
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
、
別
段
の
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
無
効
な
婚
姻
を
追
認
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
「
形
式
婚
主
義
」
を
採
用
す
る
民
法
の
態
度
に
適
合
す
る
と
主
張
す
る
。
な
お
、
同
頁

に
拠
れ
ば
、
本
件
は
婚
姻
の
実
体
が
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
追
認
理
論
に
よ
っ
て
も
婚
姻
は
成
立
し
な
い
と
す
る
。

（
51�

）
대
법
원�

二
〇
〇
〇
．
四
．
一
一
．
선
고�

九
九
므
一
三
二
九�

판
결
。

（
52�

）
대
법
원�
一
九
八
三
．
九
．
二
七
．
선
고�

八
三
므
二
二�

판
결
。

（
53�

）
な
お
、
大
法
院
は
、「
本
件
婚
姻
申
告
当
時
、
Ｘ
と
Ｙ
が
事
実
婚
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
Ｘ
が
本
件
婚
姻
申
告
に
先
立
ち
、
婚
姻

意
思
を
明
白
に
撤
回
す
る
か
、
又
は
Ｙ
と
の
間
の
事
実
婚
関
係
を
解
消
し
よ
う
と
合
意
し
た
と
み
な
す
証
拠
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
54�

）
金
嚋
洙
『
韓
國
家
族
法
과�

課
題
』（
三
英
社
、
一
九
九
三
）
四
二
一
면
。

（
55�

）
大
法
院
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
一
日
判
決
も
判
決
文
中
に
「
婚
姻
の
慣
行
」
と
い
う
単
語
を
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
結
婚
式
が
挙
行
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

（
56�

）
박
병
호
［
朴
秉
濠
］『
韓
國
法
制
史
』（
민
속
원
、
二
〇
一
五
）
二
三
七
면
に
拠
れ
ば
、「
朝
鮮
時
代
」
の
婚
姻
の
成
立
要
件
と
し
て
は
、
六
禮
（
육
례
）

等
の
儀
式
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（86－3－307）


